
作成年月日 令和４年５月１１日 
作成部局 福祉部地域福祉課 

 

兵庫県ヤングケアラー・若者ケアラー相談窓口の設置 

 

祖父母、父母、兄弟などへの介護や看護、日常生活上での世話などをするケアラーや

18歳未満の子どものヤングケアラーは、周囲も気付きにくく本人や家族の自覚がないま

ま表面化しないなど、近年、大きな社会問題となっています。 
このため、本年２月に策定した「兵庫県ケアラー・ヤングケアラー支援推進方策」に基

づき、相談援助の専門職団体である兵庫県社会福祉士会と連携して令和４年６月１日（水）

から相談窓口を開設し、電話、メール、ＬＩＮＥによる相談を実施します。 
 

記 

 

１ 開 設 日  令和４年６月１日（水） 

 

２ 目  的  家族のケアを担うヤングケアラー・若者ケアラーの精神的負担軽減、

市町や支援機関へつなぐなどの展開を図るため、電話やメール、ＬＩ

ＮＥによる相談を実施 

 

３ 設置場所  一般社団法人兵庫県社会福祉士会（同会に委託） 

（神戸市中央区坂口通２－１－１ 兵庫県福祉センター５階） 

 

４ 受付時間  平日９時３０分～１６時３０分 

 

５ 連 絡 先  ＜電 話＞０７８－８９４－３９８９ 

＜E-mail＞ｙｃ＠ｈａｃｓｗ．ｏｒ．ｊｐ 

＜ＬＩＮＥ＞別添チラシのＱＲコードからアクセス 

 

６ 対 象 者  ヤングケアラー・若者ケアラー本人、その家族、地域包括支援センタ

ー職員、基幹相談支援センター職員、学校関係職員、市町職員 等 

 

 

【問い合わせ先】 兵庫県福祉部地域福祉課  TEL078-362-3183 






